
一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント 設備利用申込書 ver.20180327

一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント 御中
室町東団地管理組合事務局 三井不動産ビルマネジメント株式会社 中央オフィス 御中
一般社団法人日本橋室町エリアマネジメントが運営管理を行う施設利用に際し、利用における規則類について確認・遵守の上で、下記のとおり申し込みます。

＜書類の送付先＞
お手数ではございますが、下記の内容にて送付・ご提出をお願い致します。

〒104-0061 東京都中央区銀座6-17-1 三井不動産ビルマネジメント株式会社 ビジネスソリューション事業推進部 青木・星野宛
（当法人受付窓口委託先）jimukyoku01@muromachi-area.jp

AM法人 防災センター
/ /

事務局記入欄

申し込み日 年 月 日（ ）

イベント制作会社

当日の責任者名
ふりがな

㊞

当日の責任者連絡先 電話番号： ※当日つながる連絡先

イベント名称

イベント開催期間 年 月 日（ ） 時 ～ 年 月 日（ ） 時

担当 一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント 坂本彩（03-3246-3283）

事
務
局
記
入
欄

行
政

中央区申請 確認（～1か月前） ： 年 月 日 申請（～1か月） ： 年 月 日

警察署申請 相談（～1か月半前迄）： 年 月 日 申請（～1か月前）： 年 月 日

保健所申請 相談（～1か月半前迄）： 年 月 日 確認（1か月前迄）： 年 月 日

イベント種別 ＡＭ法人自主イベント / 企業誘致イベント

主催・共催 主催： 共催：

□ 橋楽亭用裏動線の利用 □ 可動植栽の移動 ※有料 □ 福徳の森 ボラード（車止め）の移動

□ 食品の取り扱い（試食あり） □ 配布物(パンフレット等)

□ 物販 □ 販促物(のぼり、イーゼル等)

□ 大型什器の搬入 □ 電気工事（施設管理者への事前の計画書提出必須）

□ 大型装飾 □ 音出し(BGM、マイク使用等)

□ 日本橋案内所 年 月 日（ ） 時 ～ 年 月 日（ ） 時

□ 橋楽亭 年 月 日（ ） 時 ～ 年 月 日（ ） 時

□ 入館ＩＣカード あり （コレド・日本橋三井タワー）・ なし

□ 搬出入車両の有無 あり ・ なし

□ 夜間作業の有無（24時～6時） あり （ 時～ 時）・ なし

江戸桜通り地下歩道 福徳の森 ちょうちん通り カドチ１・２ 日本橋三井タワー アトリウム

電源

□ 計 口
開錠 : ～施錠 :   

□ 計 口
開錠 : ～施錠 :   

□ 計 口
開錠 : ～施錠 :   

□ 計 口
開錠 : ～施錠 :   

□ 計 口
開錠 : ～施錠 :   

－
□ イベント盤使用

立会 : ～
□ イベント盤使用

立会 : ～
□ イベント盤使用

立会 : ～
□ イベント盤使用

立会 : ～

水道
□ B1Fトイレ内スロップシンク

開錠 : ～施錠 :   
□ 地流し

開錠 : ～施錠 :   
□ 地流し

開錠 : ～施錠 :   
□ 地流し

開錠 : ～施錠 :   
－

備品
倉庫

□ 駐輪場脇 BIF

□ 福徳の森地下倉庫 B2F

夜間

□ 仮置き □ 仮置き － □ 仮置き □ 仮置き

□ 搬入導線 シャッター開閉
開錠 : ～施錠 :   

－ － － －

空調
□ 空調運転

運転時間 : ～ :
－ － － －

その他
□ 控室（ちばぎん防災倉庫）

開錠 : ～施錠 :   
□ 備え付け什器移動 － □番傘の移動 □ 照明消灯

●使用設備

●搬出入について

●利用施設 ※有料

●事前相談

●備考



【江戸桜通り地下歩道 / 福徳の森 / ちょうちん通り / カドチ１・２ / 日本橋三井タワーアトリウム】
施設利用時の注意事項について

ver.20180327

１．禁止事項

(1) 誘導スタッフ無配置の点字ブロックを横断するレイアウト
(2) 聴覚障害者用案内音声を妨げるような音出し
(3) 既存で設置されているサインが隠れるような装飾や什器等の設置
(4) 強風や突風の発生が予想される場合において、テント、大型装飾、大型什器、のぼり、パラソル、サイン類等、強風による危険が考えられる物を

設置すること

２．注意事項

(1) 建物や敷地の造作物等の破損・汚損防止のため、設営作業前に十分な養生をすること
(2) 設営作業エリアに第三者等が立ち入らないよう十分な注意と安全確保を行なうこと
(3) 設営作業実施時には必要に応じて警備員もしくは建物管理者の立ち会いを行うこと
(4) テント、大型装飾、大型什器、のぼり、パラソル、サイン類等、強風等による影響が考えられるもの設置はチェーン・紐・固定金具等で強固に固

定する等の十分な安全措置を講じること。十分な安全措置を講じた場合でも強風・突風予想時は一時的に撤収すること。また、屋外に設置の固定
状況を定期的に確認すること

(5) 屋外に設置する偽木、イルミネーション、装飾塔、大型什器等については行政協議や建築基準法に基づく確認申請が必要な場合があるため、必要
性有無を事前に確認すること

(6) 荒天時、非常時のイベント中止ガイドラインを事前に定め建物管理者に提出すること
(7) 電源利用時は、電気使用用途、電気容量および電気配線方法等の必要事項を建物管理者へ事前申請のうえ承認を得ること（電気主任技術者の内容

確認が必要）

(8) 屋外のイルミネーション等の電飾設備は、防雨防水対策使用品とし、水を張った容器に沈めた状態で絶縁抵抗測定を実施のうえ使用開始すること。
また設置後も１か月に１回、電飾設備の雨がかり部分に水をかけ絶縁抵抗測定を実施すること（水をかけられない場合は雨天時に測定実施する）

(9) 電気配線等の施工にあたっては以下注意すること
(10) ア．電気配線等の工事は電気工事士などの有資格者により施工すること

イ．漏電ブレーカーを使用すること
ウ．屋外で電気配線の接続部は防雨対策を施すこと
エ．ブレーカー、タイマーおよびコントローラー等はプルボックス等に収納すること

(11) 電気、通信配線等の配線類の通行動線上への敷設は原則不可とする。
やむをえず通行動線上に敷設する場合は十分な注意と安全対策のうえ可能な限り段差等つまづきが発生しないよう養生を行ない、警備員等の誘導
員にて足元の注意喚起をすること

(12) 電源利用時は、漏電保護機能付開閉器又は漏電保護機能付きコンセントを使用すること
(13) 電源コードリールはコード巻き取り時の使用可能定格と全引き出し時の使用可能定格が異なるため、使用する設備の電気容量を十分注意のうえ使

用すること

(14) 屋外で使用する電気設備は絶縁抵抗測定を実施のうえ使用すること
(15) コンセント使用時は、タコ足配線等による定格容量以上の使用とならないよう十分に注意すること

３．その他事項
(1) 管理体制表の提出をすること（平時、有事の際の指揮命令系統、責任体制を明確にすること）
(2) 以下事項については事前に十分に建物管理者と協議のこと

ア．食品の取り扱いがある場合
イ．音出しがある場合
ウ．ガス機器の取り扱いがある場合
エ．危険物の取り扱いがある場合（発電機設備持込等）
オ．発電機の設置位置（排気、熱、音、振動等）

(3) 適切な賠償責任保険に加入すること

一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント 御中

上記事項を理解し厳守のうえ施設利用を使用いたします。

平成 年 月 日

印

本書は２通作成し、（ ）が記名捺印のうえ一般社団法人 日本橋室町エリアマネジメントと（ ）とが各１通を
保有するものとする。
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